
第１１１号議案

新城市湯谷温泉管理に関する条例の一部改正

新城市湯谷温泉管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市湯谷温泉管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市湯谷温泉管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１６７号）の一部を次

のように改正する。

別表第２中「１，０２８，５７０円」を「１，０４７，６１０円」に、「

２，０５７，１４０円」を「２，０９５，２３０円」に、「３，０８５，７１０円」

を「３，１４２，８５０円」に、「５１４，８２０円」を「５２４，３５０円」に改

める。

別表第３中「１０，２８０円」を「１０，４７０円」に、「２０，５７０円」を「

２０，９５０円」に、「３０，８５０円」を「３１，４２０円」に、「４１，１４０

円」を「４１，９００円」に、「５１，４２０円」を「５２，３７０円」に、「

６１，７１０円」を「６２，８５０円」に、「７１，９９０円」を「７３，３２０

円」に、「８２，２８０円」を「８３，８００円」に、「９２，５７０円」を「

９４，２８０円」に、「１０２，８５０円」を「１０４，７５０円」に、「

１５４，２８０円」を「１５７，１３０円」に、「２０５，７１０円」を「

２０９，５２０円」に、「２５７，１４０円」を「２６１，９００円」に、「

３０８，５７０円」を「３１４，２８０円」に、「３５９，９９０円」を「

３６６，６５０円」に、「４１１，４２０円」を「４１９，０３０円」に、「

４６２，８５０円」を「４７１，４２０円」に、「５１４，２８０円」を「

５２３，８００円」に、「５，１４０円」を「５，２３０円」に改める。

別表第４中「７６０円」を「７７０円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。



理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、温泉加入金及

び使用料の額を改定するため必要があるからである。



第１１２号議案

新城市布里テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市布里テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市布里テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市布里テニスコートの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

１６９号）の一部を次のように改正する。

別表中「５３０円」を「５４０円」に、「１，２６０円」を「１，２８０円」に改

める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１１３号議案

新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条

例第１７０号）の一部を次のように改正する。

別表中「２，５００円」を「２，５４０円」に、「２，８００円」を「２，８５０

円」に、「３，０００円」を「３，０５０円」に、「１，０００円」を「１，０１０

円」に、「１，６００円」を「１，６３０円」に、「２，１００円」を「２，１３０

円」に、「７，７００円」を「７，８４０円」に、「５２０円」を「５３０円」に改

める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１１４号議案

新城市水道事業給水条例の一部改正

新城市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市水道事業給水条例の一部を改正する条例

新城市水道事業給水条例（平成１７年新城市条例第２２１号）の一部を次のように

改正する。

第２９条の２第１項中「第１７３条第１号」を「第１６６条第１項第１号」に改め

る。

第３１条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３１条第１項の改正規定

は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、民法の一部改正等に伴い、規定を整理するため必要がある

からである。



第１１５号議案

新城市地域下水道の管理に関する条例の一部改正

新城市地域下水道の管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市地域下水道の管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市地域下水道の管理に関する条例（平成１７年新城市条例第２２９号）の一部

を次のように改正する。

第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。

（手数料）

第１３条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に

定める額の手数料を徴収する。

⑴ 各種証明書の交付 １件につき ３５０円

⑵ 図面の写しの交付 １件につき １５０円

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、地域下水道の使用に係る各種証明書等の交付手数料を徴収

するため必要があるからである。



第１１６号議案

新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部改正

新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市農業集落排水施設の管理に関する条例（平成１７年新城市条例第２３０号）

の一部を次のように改正する。

第１５条の次に次の１条を加える。

（手数料）

第１５条の２ 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各

号に定める額の手数料を徴収する。

⑴ 各種証明書の交付 １件につき ３５０円

⑵ 図面の写しの交付 １件につき １５０円

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、農業集落排水施設の使用に係る各種証明書等の交付手数料

を徴収するため必要があるからである。



第１１７号議案

新城市下水道条例の一部改正

新城市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市下水道条例の一部を改正する条例

新城市下水道条例（平成１７年新城市条例第２２６号）の一部を次のように改正す

る。

第２６条第１項第２号及び第３号を次のように改める。

⑵ 各種証明書の交付 １件につき ３５０円

⑶ 図面の写しの交付 １件につき １５０円

第２６条第２項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に排水設備工事責任技術者登録証（以下「登録証」という。）

の交付を受けている者の登録証の再交付に係る手数料については、なお従前の例に

よる。

理 由

この案を提出するのは、排水設備工事責任技術者の登録方法の変更に伴い、登録に

係る手数料を廃止する等のため必要があるからである。



第１１８号議案

新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城

市条例第１４９号）の一部を次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第９条関係）

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額を改定するため必要があるから

である。

区分 単位 使用料

体育室（トレーニングルームを含む。） １時間につき １２０円



第１１９号議案

新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

２２４号）の一部を次のように改正する。

別表黒沢給水の項中「１，５００」を「２，０００」に改め、同表大林給水の項中

「月額」を「年額」に、「５００」を「１０，０００」に改め、同表恩原下給水の項

中「５，０００」を「１２，０００」に改め、同表大代給水の項中「１０，０００」

を「１２，０００」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、鳳来簡易給水施設における給水事業の安定的な実施を図る

に当たり、指定管理者に利用料金を収受させている施設の一部について、利用料金の

上限額となる使用料の額を改定するため必要があるからである。



第１２０号議案

新城市作手農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市作手農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市作手農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

新城市作手農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市

条例第１５２号）の一部を次のように改正する。

別表中「２，３００円」を「２，３４０円」に、「２，９００円」を「２，９５０

円」に、「１，３００円」を「１，４００円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。



第１２１号議案

新城市作手農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正

新城市作手農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市作手農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

新城市作手農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年

新城市条例第１５３号）の一部を次のように改正する。

別表中「２，２００円」を「２，２４０円」に、「２，７００円」を「２，７５０

円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、使用料の額の

一部を改定するため必要があるからである。



第１２２号議案

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定めるものとする。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

１６０号）の一部を次のように改正する。

別表大会議室の項中「１，１００円」を「１，３２０円」に、「１，４００円」を

「１，６８０円」に改め、同表小会議室の項中「５００円」を「６００円」に、「

７００円」を「８００円」に改め、同表宿泊の項中「２，１６０円」を「２，２００

円」に、「１，０２０円」を「１，１００円」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の引上げを踏まえるとともに、

公共施設使用料の適正化を図る観点から、使用料の額の一部を改定するため必要があ

るからである。


